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赤穂市土地利用計画（案）変更対照表 

                                                                          

変更部分は赤字で示す。 

箇所 変 更 前 変 更 後（案） 

1P １．改定の背景 

 

（略） 

 

本市では、平成20年３月に市内全域の市街化調整区域を対象とする「赤

穂市土地利用計画」を策定し、特別指定区域制度「地縁者の住宅区域」の

指定を兵庫県に申出し、指定を受け、市街化調整区域のまちづくりを進め

てきました。 

 

（略） 

 

 そこで本市においても、赤穂市総合計画等の上位計画、関連計画との整

合を図り、見直しされた特別指定区域制度による地域課題等にきめ細かく

対応する市街化調整区域のまちづくりを推進することを目的として、赤穂

市土地利用計画を改定し、特定区域の類型の整理、土地利用の変化や観光

施策等との整合を図りました。 

 令和４年には、自然災害が頻発・激甚化する中、市街化調整区域におけ

る開発許可を厳格化するため、都市計画法が改正され、災害イエローゾー

ンを特別指定区域から原則として除外することとされました。兵庫県で

は、地域活力の維持に資するまちづくりを継続するため、新たに特別指定

区域を指定する場合には、災害イエローゾーンを除外するが、安全上また

は避難上の対策が実施されている場合には指定可能としました。 

 本市では、こうした状況を踏まえて、土地利用計画の一部を改定し、災

害イエローゾーンの考え方の整理と土地利用の変化等による特定区域の

追加を行いました。 

 

１．改定の背景 

 

（略） 

 

本市では、平成20年３月に市内全域の市街化調整区域を対象とする「赤

穂市土地利用計画」を策定し、特別指定区域の地域活力再生等区域（地縁

者の住宅区域）への指定を兵庫県に申出し、指定を受け、市街化調整区域

の地域の実情に応じたまちづくりを進めてきました。 

 

（略） 

 

 令和元年には、本市において、赤穂市総合計画等の上位計画、関連計画

との整合を図り、見直しされた特別指定区域制度による地域課題等にきめ

細かく対応する市街化調整区域のまちづくりを推進することを目的とし

て、赤穂市土地利用計画を改定し、特定区域の類型の整理、土地利用の変

化や観光施策等との整合を図りました。 

 令和４年には、全国的に自然災害が頻発・激甚化する中、市街化調整区

域における開発許可を厳格化するため、都市計画法が改正され、災害イエ

ローゾーンを特別指定区域から原則として除外することとされました。兵

庫県は、新たに特別指定区域を指定する場合には、災害イエローゾーンを

除外するが、法改正以前に指定されている災害イエローゾーンについて

は、地域活力の維持に資するまちづくりを継続するため、安全上又は避難

上の対策が実施されている場合には土地利用を可能としました。 

 本市は、こうした状況を踏まえて、土地利用計画の一部を改定し、災害

イエローゾーンの考え方の整理と土地利用の変化等による特定区域を一

部追加する等の見直しをしました。 

 

参考資料 
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赤穂市土地利用計画（案）変更対照表 

                                                                          

変更部分は赤字で示す。 

箇所 変 更 前 変 更 後（案） 

3P ３．計画の目的 

 

（略） 

 

また、上位計画である2030赤穂市総合計画（令和３年改定）、赤穂市国

土利用計画（第五次）（令和４年改定）、2030赤穂市都市計画マスタープラ

ン（令和５年改定）の改定や、兵庫県特別指定区域制度の見直し（令和４

年４月１日施行）を踏まえ、社会経済情勢の変化や一部地域の土地利用の

変化を考慮し、改定する。 

 

 

 

３．計画の目的 

 

（略） 

 

このたび、上位計画である2030赤穂市総合計画（令和３年改定）、赤穂

市国土利用計画（第五次）（令和４年改定）、2030 赤穂市都市計画マスタ

ープラン（令和５年改定）、並びに兵庫県特別指定区域制度の見直し（令

和４年４月１日施行）を踏まえ、御崎地区の特定区域（その他（地域資源

活用系））の一部追加、坂越地区の集落区域を集落区域（地域資源活用系）

へ変更、坂越地区の特定区域（工業系）を一部追加及び新田地区の新田坂

越線沿道西側の一部を特定区域（商業系）に追加し、改定する。 

4P １．自然条件 

１－１ 位置 

本市は、兵庫県の南西部に位置し、東西 15.1㎞、南北15.4㎞、総面積

12,685ha（市街化調整区域11,267ha、全体の88.8％）（平成 29年２月20

日）の広がりを有している。 

（略） 

１．自然条件 

１－１ 位置 

本市は、約8,300万年前の赤穂コールドロンのなかにできたまちで、兵

庫県の南西部に位置し、東西15.1㎞、南北15.4㎞、総面積 12,685ha（市

街化調整区域11,267ha、全体の 88.8％）（平成29年２月 20日）となって

いる。 

（略） 

6P １－４ 地質・土壌 

 

（略） 

市域で最も広く分布しているのは、中生代白亜紀の流紋岩類であり、千

種川流域・大津川流域から日生方面にかけての一帯の山地や丘陵地を構成

している。 

（略） 

１－４ 地質・土壌 

 

（略） 

市域で最も広く分布しているのは、中生代白亜紀に市内一円で起きた噴

火を契機とするカルデラ地形（赤穂コールドロン）の流紋岩類であり、千

種川流域・大津川流域から日生方面にかけての一帯の山地や丘陵地を構成

している。 

（略） 
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赤穂市土地利用計画（案）変更対照表 

                                                                          

変更部分は赤字で示す。 

箇所 変 更 前 変 更 後（案） 

16P ２－３ 交通 

 

（略） 

バス交通は、路線バスのほか、バス交通不便地域の解消と高齢者等の移

動手段の確保を目的とした市内循環バス（ゆらのすけ）等が運行されてい

る。 

２－３ 交通 

 

（略） 

バス交通は、路線バスのほか、バス交通不便地域の解消と高齢者等の移

動手段の確保を目的とした市内循環バス（ゆらのすけ）等が運行されると

ともに、有年地区においては、デマンドタクシー「うね・のり愛号」が運

行されている。 

 

19P ２－５ 地域資源 

本市には、歴史的に貴重な文化財が数多く分布しており、国指定文化財

８件、県指定文化財14件、市指定文化財54件を有している。 

（略） 

２－５ 地域資源 

本市には、北前船と塩の２つの日本遺産、忠臣蔵のほか国指定文化財８

件、県指定文化財14件、市指定文化財54件と歴史的に貴重な文化財が数

多く分布している。 

（略） 

 

29P ３－５ 赤穂農業振興地域整備計画（平成 13年７月） 

 

（略） 

３－５ 赤穂農業振興地域整備計画（平成 13年７月） 

 

（略） 

（参考） 

令和６年度現在、赤穂農業振興地域整備計画の見直しを進めており、農

業生産基盤が整備されていない田端・上浜市・新田地区において、ほ場整

備事業の実施を検討しているところである。 
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赤穂市土地利用計画（案）変更対照表 

                                                                          

変更部分は赤字で示す。 

箇所 変 更 前 変 更 後（案） 

44P ２．地区（小学校区）の現況及び問題点 

 

（略） 

（７）塩屋地区 

現況の土地利用は、中心市街地の赤穂地区と一体的に広がる、土地区画

整理事業により整備された優良宅地や旧市街地の市街化区域と山陽自動

車道赤穂インターチェンジ付近から西に広がる農地と集落、市道新田坂越

線から西に広がる集団農地と国道250号の北に広がる集落などで構成され

ている。 

国道250号、市道新田坂越線、塩屋川に囲まれた白地の優良農地は、新

田坂越沿道に関西福祉大学や商業施設が点在し、周辺市街地との連続性や

周辺環境との調和に配慮しつつ、計画的な土地利用の誘導が必要である。

また、国道250号北側の旧集落から条件の良い、国道250号の南側に分家す

る状況が見られるが、良好な住環境を形成していくための、土地利用の誘

導が必要である。 

（略） 

 

２．地区（小学校区）の現況及び問題点 

 

（略） 

（７）塩屋地区 

現況の土地利用は、中心市街地の赤穂地区と一体的に広がる土地区画整

理事業により整備された優良宅地や旧市街地の市街化区域と山陽自動車

道赤穂ＩＣ付近から西に広がる農地と集落、市道新田坂越線から西に広が

る集団農地と国道250号の北に広がる集落などで構成されている。 

2030赤穂市総合計画において土地利用検討エリアに位置付けられてい

る山陽自動車道赤穂ＩＣ周辺農地等は、民間活力による産業基盤の整備を

検討するなどにより、周辺市街地との連続性や周辺環境との調和に配慮し

つつ、計画的な土地利用の誘導が必要である。 

（略） 
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赤穂市土地利用計画（案）変更対照表 

                                                                          

変更部分は赤字で示す。 

箇所 変 更 前 変 更 後（案） 

56P ２－４ 特別指定区域内の建築基準 

 

（略） 

②敷地の安全の確保 

・土砂災害警戒区域（土石流）内において 

砂防堰堤等の安全施設が整備済みであることまたは個別に安全が確

保されること。 

・土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）内において 

擁壁等の安全施設が整備済みであることまたは個別に兵庫県建築基

準条例第２条（がけ地の安全措置）により安全が確保されていること。 

・過去に災害が発生した区域内において 

災害の種別により安全を確保する措置が講じられていること。 

・土砂災害特別警戒区域内においては、原則新たな土地利用を認めない。 

（略） 

 

２－４ 特別指定区域内の建築基準 

 

（略） 

②敷地の安全の確保 

・土砂災害警戒区域（土石流）内において 

砂防堰堤等の安全施設が整備済みであること又は個別に安全が確保

されること。 

地階を除く階数が２以上の建築物とすること。 

・土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）内において 

擁壁等の安全施設が整備済みであること又は個別に兵庫県建築基準

条例第２条（がけ地の安全措置）により安全が確保されていること。 

・浸水想定区域のうち住民等に著しい危害が生じるおそれがある区域（想

定水深3.0ｍ以上の区域を目安とする）において 

地階を除く階数が２以上（想定浸水深5.0ｍ以上の区域にあっては、３

以上）の建築物とする、又は想定浸水深以上の高さに屋上等避難可能な

床を設置すること。 

・過去に災害が発生した区域内において 

災害の種別により安全を確保する措置が講じられていること。 

・土砂災害特別警戒区域内においては、原則新たな土地利用を認めない。 

・災害イエローゾーンが含まれる区域において 

開発許可申請に避難に関する書面を添付すること。 

（略） 

62P ２－５ 土地利用計画図 

今回の改定では、御崎温泉街一帯の区域拡大を行うとともに、坂越地区

一帯の集落区域の位置づけの変更および一部区域について区域界の見直

しを行っている。 

（略） 

２－５ 土地利用計画図 

今回の改定では、御崎温泉街一帯の区域拡大、坂越地区一帯の集落区域

の位置づけの変更、一部区域について区域界の見直し及び新田地区の一部

について新規区域の追加を行っている。 

（略） 
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赤穂市土地利用計画（案）変更対照表 

                                                                          

変更部分は赤字で示す。 

箇所 変 更 前 変 更 後（案） 

62P ■特定区域一覧表 抜粋 

 

 

■特定区域一覧表 抜粋 

 

 

63P 

66P 

※63P、66Pの土地利用計画図を拡大 ※63P、66Pの土地利用計画図を拡大 

 

 

※ 計画書全般の文章の体裁など軽微な変更は対照表に記載しておりません。 


